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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

短
時
間
労
働
者
労
働
時
間
延
長
支
援
コ
ー
ス
の
新
設

１

当
分
の
間
は
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
雇
保
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
八
条
の
二
第
十
一
項
の
短
時
間
労

働
者
労
働
時
間
延
長
コ
ー
ス
助
成
金
に
代
え
て
、
社
会
保
険
適
用
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
助
成
金
又
は
短
時
間
労
働
者
労

働
時
間
延
長
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
を
支
給
す
る
も
の
と
し
、
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
社
会
保
険
適
用
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

２

短
時
間
労
働
者
労
働
時
間
延
長
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
は
、

に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、

に
定
め
る
額
を
支

給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

⑴

事
業
所
ご
と
に
、
有
期
契
約
労
働
者
等
（
雇
保
則
第
百
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
期
契
約
労

働
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
関
す
る
事
項
を
管
理
す
る
者
を
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
管
理

(一)

(一)

(二)



者
と
し
て
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
配
置
に
つ
い
て
、
事
業
所
に
掲
示
等
の
周
知
を
行
っ
て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ

と
。

⑵

当
該
事
業
主
の
事
業
所
の
労
働
組
合
等
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
た
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
計
画
を
、
都
道
府
県
労

働
局
長
に
対
し
て
提
出
し
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

⑶

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、
そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
等
に
つ
い
て
処
遇
の
改
善

を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
等
（
健
康
保
険
法
に
よ
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
又
は
厚
生
年
金
保
険
法

に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
⑶
に
お
い
て
「
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
な
い
も
の
に
限

る
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
（
当
該
措
置
に
よ
り
当
該
有
期
契
約
労
働

者
等
が
被
保
険
者
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
五
時
間
以
上
延
長
す
る
措
置

一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
四
時
間
以
上
五
時
間
未
満
延
長
す
る
と
と
も
に
、
賃
金
を
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
増
額
す
る
措
置

(ロ) (イ)



一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
三
時
間
以
上
四
時
間
未
満
延
長
す
る
と
と
も
に
、
賃
金
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
増
額
す
る
措
置

一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
二
時
間
以
上
三
時
間
未
満
延
長
す
る
と
と
も
に
、
賃
金
を
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
増
額
す
る
措
置

ロ

イ
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、
そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
等
に
対
し
イ
の

か
ら

ま
で
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
一
年
間
継
続
し
た
後
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
二
時
間
以
上
延
長
す
る
措
置

賃
金
を
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
額
す
る
措
置
又
は
労
働
協
約
若
し
く
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
昇
給
制
度
を
整
備
す
る
措
置
、
賞
与
制
度
を
整
備
し
、
か
つ
、
当
該
制
度
に
基
づ
き
賞
与
の
支
給
を
行

う
措
置
若
し
く
は
退
職
金
制
度
を
整
備
し
、
か
つ
、
当
該
制
度
に
基
づ
き
退
職
金
の
積
立
て
を
行
う
措
置

⑷

⑶
の
措
置
に
係
る
者
に
対
す
る
賃
金
の
支
払
の
状
況
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い
る
事
業
主
で
あ

る
こ
と
。

(ロ) (イ) （ニ） （ハ）

(イ)

（ニ）



次
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額

⑴

の
⑶
の
イ
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
六
箇
月
間
継
続
し
た
事
業
主
（
ロ
に
該
当
す
る

事
業
主
を
除
く
。
）

三
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
（
小
規
模
企
業
事
業
主
（
そ
の
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の

数
が
三
十
人
以
下
で
あ
る
事
業
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
四
十
万
円
、

小
規
模
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
五
十
万
円
）

⑵

の
⑶
の
イ
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
一
年
間
継
続
し
た
後
、

の
⑶
の
ロ
の

又
は

の
措
置
を
六
箇
月
間
継
続
し
た
事
業
主

四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
六
十
万
円
、
小
規
模

企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
七
十
五
万
円
）

二

雇
保
則
附
則
第
十
七
条
の
二
の
七
第
二
項
第
一
号
又
は
一
の
２
の

に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
て
は
、
そ
の
雇
用
す

る
有
期
契
約
労
働
者
等
一
人
に
つ
き
、
社
会
保
険
適
用
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
助
成
金
又
は
短
時
間
労
働
者
労
働
時
間
延
長

支
援
コ
ー
ス
助
成
金
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

(二)

(ロ)
(一)

(イ)

（ニ）

(一)

(イ)

（ニ）

(一)

(一)

(イ)



二

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
社
会
保
険
適
用
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
助
成
金
及

び
短
時
間
労
働
者
労
働
時
間
延
長
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
の
ほ
か
、
第
一
の
一
の
２
の

（
⑶
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
事

業
主
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額

（
一
の
事
業
所
に
お
い
て
、
対
象
者
一
人
に
つ
き
、
当
該
規
定
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
の
額
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

１

雇
保
則
附
則
第
十
七
条
の
二
の
七
第
二
項
第
一
号
ハ

の
措
置
を
一
年
間
継
続
し
た
後
、
第
一
の
一
の
２
の

の

⑶
の
イ
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
六
箇
月
間
継
続
し
た
事
業
主

四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事

業
主
（
小
規
模
企
業
事
業
主
を
除
く
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
六
十
万
円
、
小
規
模
企
業
事
業
主
に
あ
っ

て
は
七
十
万
円
）

２

雇
保
則
附
則
第
十
七
条
の
二
の
七
第
二
項
第
一
号
ハ

の
措
置
を
一
年
間
継
続
し
た
後
、
第
一
の
一
の
２
の

の

⑶
の
イ
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
一
年
間
継
続
し
、
第
一
の
一
の
２
の

の
⑶
の
ロ
の

又
は

の
措
置
を
六
箇
月
間
継
続
し
た
事
業
主

六
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
八
十
万
円
、
小
規
模
企
業
事

業
主
に
あ
っ
て
は
九
十
五
万
円
）

(ロ)

(イ)

（ニ）

（１）
(ⅰ)

(イ)

（ニ）

（１）
(ⅰ)

(一)

(一)

(イ)
(一
)

(一)


